
 

          ◎議案第４９号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（斉藤  重君） 日程第６、議案第49号  平成24年度松崎町介護保険特別会計補正予算

（第１号）についての件を議題といたします。 

    議案の朗読は省略して、提出者から提案理由の説明を求めます。 

○町長（齋藤文彦君） 議案第49号は、平成24年度松崎町介護保険特別会計補正予算（第１号）

についてであります。 

   詳細は担当課長をして説明します。 

           （健康福祉課長  石田正志君 提案理由説明） 

○議長（斉藤  重君） 以上で提案理由の説明を終わります。 

   これより質疑に入ります。 

    質疑を許します。 

○１０番（鈴木源一郎君）  ７ページの基金の繰入の減があるわけですが、369万円ですか、こ

の基金の委譲をもって残は現在残高はどんな中身ですか。どんな状況ですか。 

○健康福祉課長（石田正志君）  これは決算で言うべきことですけれども、23年度の末の残高が

4703万4000円でございます。ですから、約360万円戻るわけですから、5000万円くらいの残と

いうことでございます。 

○１０番（鈴木源一郎君）  やっぱりこの基金も何かの何パーセントとかという標準と言うの

かな、指導とかの数字があるんですか、ないんですか。 

○健康福祉課長（石田正志君）  いま5000万円と言いましたが、これは間違いでございます。あ

くまでも4700万円のままにしてください。 

    基金の根拠ということで、基金条例につきましては、国保みたいに何パーセント以上を積む

とか、そういう規定はございません。 

○議長（斉藤  重君）  ほかにございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（斉藤  重君）  質疑がないようでありますので、質疑を終結したいと思いますが、これ

にご異議ございませんか。 

                    （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（斉藤  重君）  異議なしと認めます。 

    よって、質疑を終結いたします。 



    これより討論に入ります。 

    まず、本案に対する反対討論の発言を許可します。 

                    （発言する者なし） 

○議長（斉藤  重君）  反対討論なしと認めます。 

    次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。 

○８番（一瀬寿一君）  議案第49号  平成24年度松崎町介護保険特別会計補正予算（第１号）に

ついて、これは歳入歳出に533万4000円を増額いたしまして、補正後の額を８億8454万2000円

とするものであります。 

    内容は平成23年度の保険給付費繰越金等が確定したことに伴い、国県支出金等の精算をす

るものであります。 

    よって、本案に賛成をするものでございます。 

○議長（斉藤  重君）  これをもって討論を終了いたします。 

    これより議案第49号  平成24年度松崎町介護保険特別会計補正予算（第１号）についての

件を挙手により採決します。 

    本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。 

                     （挙手全員） 

○議長（斉藤  重君）  挙手全員であります。 

よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

 


